
「関係事業者との取引に関する報告書の作成及び提出が必要となる基準」

（「医療法人の計算に関する事項について（平成 28年 4月 20 日付け医政発 0420 第第 7号）」

より抜粋、秋田県作成）

当該医療法人が「1に掲げる関係事業者」と「2に掲げる取引」を行っている場合、「関係

事業者との取引の状況に関する報告書（医療法人事業報告書等届 別紙様式５）」の作成及

び提出が必要となります。

1 関係事業者（次のいずれか）

（1） 当該医療法人の役員又はその近親者（配偶者又は二親等内の親族）

（2） 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人

（3） 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理

事会の議決権の過半数を占めている法人

（4） 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占

めている場合の他の法人

（5） （3）の法人の役員が他の法人（当該医療法人を除く。）の株主総会、社員総会、評議

員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

2 当該医療法人と行う取引（次のいずれか）

（1） 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年

度における事業収益の総額（本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収

益の総額）又は事業費用の総額（本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事

業費用の総額）の 10パーセント以上を占める取引

（2） 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計

年度における事業外収益又は事業外費用の総額の 10パーセント以上を占める取引

（3） 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引

（4）資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の 1パー

セント以上を占め、かつ 1千万円を超える残高になる取引

（5） 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上で

あり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の 1パーセント以上を

占める取引

（6） 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以

上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の 1パーセント以

上を占める取引


